
行橋市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

行橋市は、「行橋市第４期特定健康診査等実施計画」の目標受診率６０％を達成するため、

特定健康診査未受診者に対する勧奨等事業を実施する。 

この事業をより効果的、効率的に実施するため、事業の目的を十分理解し、より高い専門

性を有し、十分な知識と実績を備えた事業者に委託する事を予定し、そのような事業者を選

定するために公募型プロポーザルを実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名称 

行橋市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務 

（２）業務内容 

別添「行橋市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務公募型プロポーザル仕様書」（以下

「仕様書」という。）のとおり。 

（３）履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（４）提案上限額 

契約金額は、予算額５，０００千円（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。）を上限

とする。 

 

３ スケジュール（予定） 

※受付や提出については、日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日を除く８時３０分～１７時までとする。 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件の全てに該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）会社再生法（平成１４年度法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手続き開

始の申し立てをした者ではないこと。同条第２項の規定に基づく民間企業等でないこと。 

項  目 期日など 

公募案内の公表 令和 8年 4月 17日（金） 

質問書の提出期限 令和 8年 4月 23日（木） 

質問書の回答 令和 8年 4月 27日（月） 

参加申込書の提出期限 令和 8年 5月 1日（金） 

企画提案書等の提出期限 令和 8年 5月 13日（水） 

プレゼンテーション審査 令和 8年 5月 22日（金） 

審査結果通知 令和 8年 5月下旬 

契約締結 令和 8年 6月上旬 



（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定のよる再生手続き開始

の申立てをした者でないこと。同条第２項の規定に基づく再生手続き開始の申立てをさ

れた民間企業等でないこと。 

（４）行橋市物品等供給契約の競争入札参加の資格及び審査に関する規則(昭和 61年行橋市規 

則第 12号)に定めるところにより、競争入札の参加資格を有している者であること。 

（５）公告の日から企画提案書提出期限までの間に、行橋市指名停止等措置要綱（平成１９年

行橋市告示第７７号）に基づく指名停止を受けていない者。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

項に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（７）国税（法人税、消費税）、県税（法人県民税、法人事業税）、市税（法人市民税）を完納

していること。 

（８）過去１０年以内に地方公共団体等から受診勧奨業務を受注した実績がある者。 

（９）個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて、社内ルールや法令順守（コンプラ

イアンス）の仕組みが整備されていること。 

 

５ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関して不明な点がある場合は、次の方法で質問書を提出すること。 

（１）提出書類質問書 

質問書（様式１）による。 

（２）提出期限 

令和８年４月２３日（木）１７時必着  

（３）提出方法 

質問書（様式１）にて持参、又は電子メール・ＦＡＸで送信してください。なお、電子

メール・ＦＡＸの場合は、件名に「プロポーザル質問書」と明記し、送信後に確認のため

必ず電話連絡をすること。なお、口頭による質問は一切受け付けない。 

（４）提出先 

「１２ 提出先及び問い合わせ先」に同じ 

（５）回答予定日及び回答方法 

令和８年４月２７日（月）に本市ホームページに掲載する。 

 

６ 参加手続き 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、次により書類を提出すること。 

（１） 提出書類 

参加申込書（様式２）                      

（２）提出期限 

令和８年５月１日（金）１７時必着  

（３）提出方法 

 持参又は郵送（提出期限必着） 

（４）提出先 

「１２ 提出先及び問い合わせ先」に同じ 



 

７ 企画提案書の提出 

前記６の参加申込書を提出し、参加資格を有することを認める通知を受けた者は次の資

料を提出すること。 

（１）提出書類 

① 企画提案書等提出届（様式４）            ・・・正本１部、副本７部 

② 企画提案書（任意様式）               ・・・正本１部、副本７部 

③ 会社概要等届出書（様式５）             ・・・正本１部、副本７部 

④ 見積書（様式６）                  ・・・正本１部、副本７部 

※用紙はＡ４又はＡ３版横書きとし、Ａ４サイズにまとめて提出すること。 

※副本については事業者名（提案者名）・所在・電話番号等は見えないように黒塗り等して 

おくこと。（評価者が公平に審査するため） 

（２）提出期限 

令和８年５月１３日（水）１７時必着 

（３）提出方法 

持参又は郵送（提出期限必着） 

（４）提出先 

「１２ 提出先及び問い合わせ先」に同じ 

（５）企画提案書記載項目 

参加者は、仕様書に基づき、本業務の目的に沿った企画を策定し、より効果的な業務実施に向けた

企画提案書（任意様式）を作成すること。作成にあたっては、「８ 選定方法等」の「評価基準表」

の項目番号及び項目名に沿って提案書記載事項を記述し、提出する際には、項目番号、項目名および

提案書記載事項が分かるよう、見出しを付けること。 

 

８ 選定方法等 

（１） 選定方法 

本実施要領に基づき、参加資格を有する提案者からの企画について、書類審査及びプレゼ

ンテーションを実施し、行橋市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務公募型プロポーザ

ル審査委員会（以下「委員会」という。）において選考評価し順位をつけ、第１位の者から

優先交渉とする。評価点の合計が同点の場合は、見積金額が低い者を選定する。なお参加

業者が 1者の場合も本プロポーザルは有効とする。 

（２） プレゼンテーション審査  

(ア)評価項目 

下記の評価基準表のとおり 

(イ)審査日時 

令和８年５月２２日（金）市が指定した時間（対象者へ個別に連絡） 

(ウ)審査会場 

行橋市役所 西棟３階 ３０６会議室（福岡県行橋市中央一丁目１番１号） 

(エ)実施方法 

・１者の持ち時間は、プレゼンテーションに１５分以内、質疑応答に１０分以内 



の計２５分以内とする。業務提案内容に基づき、簡潔明瞭な説明をすること。 

なお、追加の資料は一切認めない。ただし、説明者がパネル等を用いて説明す 

ることは可能とする。 

   ・準備期間は５分とする。５分を超えた場合は、その超えた時間をプレゼンテー 

ションの時間から差し引くものとする。また、後片づけは５分間とする。質疑 

応答終了後、速やかに片づけを行うこと。 

   ・パソコン等を用いた説明は可能とする。プロジェクター、スクリーン、電源ケ 

ーブルは当市で用意するが、パソコン等その他必要機器は説明者の持ち込みと 

する。 

 

評価基準表 

項目番号及び項目名 提案書記載事項（評価内容） 配点 

１ 実績・体制 

① 実施体制及びスケジュールは無理なく、また

実現可能なものであるか。 
５ 

② 類似業務の実績はあるか。（他市町村での受診

率増加実績を数値で示すこと。） 
１５ 

２ 企画提案 

③ 業務の目的を理解し、明確なコンセプトが提

案されているか。 
１０ 

④ データを活用した対象者の特性に応じた有効

な勧奨方法が提案されているか。 
１０ 

⑤ 勧奨通知文書のデザインや内容等は効果が見

込まれるものとなっているか。 
１０ 

⑥ 効果分析について、項目や内容は適切なもの

になっているか。 
１０ 

３ 通知物の発送等 ⑦ 発送体制は構築できているか。 １０ 

４ 個人情報の管理 
⑧ 個人情報の管理体制が十分に構築できている

か。 
１０ 

５ 見積金額 
⑨ 見積額及び積算内訳は、業務内容や通知件数

を考慮した適正な金額となっているか。 
１０ 

６ その他の提案 
⑩ 効果的かつ魅力的な独自の提案となっている

か。 
１０ 

 

９ 契約の締結等 

委員会で選定された優先交渉者と、契約内容を協議の上、契約を締結する。なお、優先交

渉者と協議が整わなかった場合は、次に評価点が高く、委員会が適切と判断した事業者から

順に契約交渉を行い、合意に達した事業者と契約を締結する。ただし、配点合計が総得点の

６割に満たない場合は契約交渉を行わない。また、業務委託契約については、行橋市契約規

則（昭和３９年４月１０日規則第１０号）その他関係法令の規定に基づくものとする。 



10 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、

失格とする。 

（１）企画提案書等の提出方法、提出先又は提出期限が、本要領に適合していないとき 

（２）参加資格を満たさなくなったとき 

（３）審査の透明性・公明性を害する行為及び著しく信義に反する行為があったとき 

（４）プレゼンテーション審査に出席しなかったとき 

（５）見積金額が上限額を上回ったとき 

 

11 その他留意事項 

（１）提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合又は提案者として提案資格を確認さ   

れた旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できないこと。 

（２）書類の作成、提出及びその説明にかかる費用は、提出者の負担とする。 

（３）提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（４）提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該書類を無効とするとともに、指名停止措置を

行うことがある。 

（５）提出書類は返還しないとともに、プロポーザル以外の用途には提出者に無断で使用しな

い。 

（６）本業務の全部を一括して、又は、主たる部分を委託することはできないものとする。 

業務の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ市の承諾を得ること、再委託先との

契約に当たっては、市が規定する「個人情報取扱特記事項」に準じた規定を定めること、

再委託する費用が全体費用の１／２を越えないようにすること。 

（７）市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 

（８）審査内容についての問い合わせは一切応じない。 

（９）本実施要領、仕様書に定めのないものについては、その都度、双方協議の上決定する 。 

 

12 提出先及び問い合わせ先 

〒824-8601 福岡県行橋市中央一丁目１番１号 

行橋市 市民部 国保年金課 国民健康保険係 

ＴＥＬ ０９３０－２５－９７２２（直通） 

ＦＡＸ ０９３０－２５－２１６５ 

メール kenkou@city.yukuhashi.lg.jp 


